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③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であ

っても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言

及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行

うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

  (14) 栄養スクリーニング加算について 

   ３の２(15)を準用する。 

(15) サービス提供体制強化加算について 

① ２(15)④から⑦まで、４(13)②及び５(10)②を準用する。 

② （略） 

(16) 介護職員処遇改善加算について 

２の(16)を準用する。 

７ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 

(１) 他の居宅サービス及び地域密着型サービスの利用について 

① （略） 

② また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（地域密着型特定施設入居

者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該地域密着型特定施設の従業者

により行わず、外部事業者に委託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等（理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、は

り師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し

た事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）をいう。以下７にお

いて同じ。）に委託している場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業

務の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させることができ

る。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。 

(２) （略）  

(３) 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、

地域密着型サービス基準第 118 条第５項の記録（同条第４項に規定する身体拘束等を行う場合

の記録）を行っていない場合及び同条第６項に規定する措置を講じていない場合に、入居者全

員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘

束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の

適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施

していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月か

ら３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月

から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算すること

 

 

 

 

（新設） 

 

(10) サービス提供体制強化加算について 

① ２(12)④から⑦まで、４(11)②及び５(８)②を準用する。 

② （略） 

(11) 介護職員処遇改善加算について 

２の(13)を準用する。 

７ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 

(１) 他の居宅サービス及び地域密着型サービスの利用について 

① （略） 

② また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（地域密着型特定施設入居

者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該地域密着型特定施設の従業者

により行わず、外部事業者に委託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に

委託している場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支

払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場合に

は、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。 

 

 

 

 

(２) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍線の部分は改正部分 

○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事

項について（抄）（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331005 号老振発第 0331005 号老老発第 0331018 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知） 



別紙４ 
 

新 旧 

とする。 

(４) 入居継続支援加算について 

 ① 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令第 49号）第１条各号に掲げる

行為を必要とする者の占める割合については、届出日の属する月の前３月のそれぞれの末日

時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月にお

いて直近３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これら

の割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに

訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。 

 ② 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の利用者数につい

ては、第２の１(５)②を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届出日の属す

る月の前３月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を

満たすものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直

近３月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を

満たさなくなった場合は、直ちに訪問通所サービス通知１の５の届出を提出しなければなら

ない。 

 ③ 当該加算を算定する場合にあっては、トのサービス提供体制強化加算は算定できない。 

(５) 生活機能向上連携加算について 

３の２(９)を準用する。 

(６) 個別機能訓練加算について 

① 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者が共同して、個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」

という。）について算定する。 

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導

員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を１名以上配置して行うものである

こと。 

③～⑤ （略） 

(７) （略） 

(８) 若年性認知症入居者受入加算について 

  ３の２(13)を準用する。 

(９) （略） 

(10) 口腔衛生管理体制加算について 

６(13)を準用する。 

(11) 栄養スクリーニング加算について 

３の２(15)を準用する。 

(12) 退院・退所時連携加算について 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

(３) 個別機能訓練加算について 

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓

練（以下「個別機能訓練」という。）について算定する。 

 

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等

を１名以上配置して行うものであること。 

 

③～⑤ （略） 

(４) （略） 

（新設） 

 

(５) （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 
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   ① 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談等を行い、当該利

用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、地域密着型特定施設サービス計画を作成し、

地域密着型特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合には、入居日から 30日間に限

って、１日につき 30 単位を加算すること。 

 ② 当該地域密着型特定施設における過去の入居及び短期利用地域密着型特定施設入居者生活

介護の関係 

     退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去３月間の間に、当該地域密着型特定施設に入

居したことがない場合に限り算定できることとする。 

     当該地域密着型特定施設の短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を利用していた者

が日を空けることなく当該地域密着型特定施設に入居した場合については、退院・退所時連

携加算は入居直前の短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用日数を30日から控除

して得た日数に限り算定できることとする。 

③ 30 日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・退所時連携加算

が算定できることとする。 

(13)・(14) （略） 

(15) サービス提供体制強化加算について 

① ２の(15)④から⑦まで⑤を準用する。 

② 指定地域密着型特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員とは、生活相談員、

介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

(16) 介護職員処遇改善加算について 

２の(16)を準用する。 

８ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

(１)～(４) （略） 

(５) 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、

指定地域密着型サービス基準第 137 条第５項又は第 162 条第５項の記録（指定地域密着型サー

ビス基準第 137 条第４項又は第 162 条第５項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っ

ていない場合及び第 137 条第６項又は第 162 条第６項に規定する措置を講じていない場合に、

入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体

的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な

研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が

生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じ

た月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減

算することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)・(７) （略） 

(８) サービス提供体制強化加算について 

① ２の(12)④から⑦まで⑤を準用する。 

② 指定地域密着型特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員とは、生活相談員、

介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

(９) 介護職員処遇改善加算について 

２の(13)を準用する。 

８ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

(１)～(４)（略） 

(５) 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、

指定地域密着型サービス基準第 118 条第５項又は第 161 条第５項の記録（指定地域密着型サー

ビス基準第 118 条第４項又は第 161 条第５項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っ

ていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録

を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた

月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の

翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算する

こととする。 
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